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１．事業概要

（１）

人

平成4年度
法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

事 業 の 種 類

豊橋市

総合動植物公園事業

民 間 活 用 の 状 況

※本経営戦略の数値について、令和4年度以前は実績値、令和5年度は見込値、令和6年度は予算値、
　 令和7年度以降は推計値を掲載している。

非適

観光施設事業

61

事 業 開 始 年 度

施 設 名

 ア　民間委託

 イ　指定管理者制度

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

遊園地エリアの運営管理及び園内清掃業務等を民間事業者に委
託している。

改札管理業務、植物園管理業務、園内敷地の管理に係る業務を
指定管理者制度により運用している。

―

～

豊橋総合動植物公園

豊橋市総合動植物公園事業経営戦略

策 定 日

事 業 の 内 容

　平成4年4月に、前身の豊橋市動物園のリニューアルとして豊橋市二川エリアに開園。動物約140
種・約800点、植物約2,700種・約68,000株を飼養・展示、遊園地遊具14機種を保有する。約40ヘク
タールの敷地に、動物園、植物園、遊園地、自然史博物館の4つのエリアで構成される総合公園。
　動物園及び植物園、遊園地、園内敷地管理は豊橋市の特別会計で、自然史博物館は一般会計で
運営している。

事 業 名

団 体 名

職 員 数

事　業　形　態

計 画 期 間



（２） 料　金　形　態

（３） 現在の経営状況

　R2 　R3 　R4

　R2 314% 　R3 239%

　R4 59%

　R4 176%

1,134,939人960,167人804,922人

87%

44%　R2

年 間 来 園 者 数
※ 単 位 を 明 記 す る こ と
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含まない）

平成8年4月1日

　R4

　R4

経 常 収 支 比 率
（ 又 は 収 益 的 収 支 比 率 ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

経 費 回 収 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

料 金 の 概 要 ・ 考 え 方

【入園料】
　大人：６００円、小中学生：１００円、未就学児：無料
　（前売券　大人：４８０円、小中学生：８０円）
　（団体料金（３０名以上）　大人：４８０円、小中学生：８０円）
　年間パスポート　大人：２，０００円、小中学生３００円

【遊具使用料】
　機種ごとに１乗車当たりの料金を設定
　大人：１００円～３００円、小人（中学生以下）：１００円～１５０円
　（一日乗り放題券　大人：１，０００円、小人５００円）

【駐車場料金】
　普通車：２００円、準中型・中型・大型車：４００円

【入園料減免制度】
　・各種手帳所持者及びその介護者1名　…　免除
　・市内在住７０歳以上（個人）　…　１００円
　・市内在住７０歳以上（団体）　…　８０円
　・東三河広域連合が発行する「ほの国こどもパスポート」所持者　…　免除

料金の設定に当たっては、近隣類似施設や同種の機種を運行する他施設の事例を参考にしてい
る。

　R2 92%

35%

　R3

　R3

89%

35%

他 会 計 補 助 金 比 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

　R2 68% 　R3 60%

有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

　R2 60% 　R3

【上記の収益、資産等の状況等を踏まえた現在の経営状況の分析】
　本市観光施設事業（総合動植物公園事業）における年間利用者数は、90万人台を推移している。平成24年度から令和2年度の間
に獣舎等園内施設のリニューアルを行い、園内環境の充実と魅力向上を図ったことにより利用者数は増加傾向である。しかしなが
ら、令和元年度後半からの新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度の利用者数は前年度から大きく減少した。令和3年
度からは回復基調となり、令和4年度は大型イベントの開催もあり、開園以来初めて100万人を突破した。
　本事業は豊橋市の一般会計から毎年約9億円の繰入金を受けて運営しており、費用の半分以上を一般会計繰入金で賄ってい
る。一般会計繰入金は人件費や公債費、施設管理費の財源としているが、今後は人件費や物価上昇、借入地方債の償還に伴う経
常費用の増加が予想される。対策として、入園料等利用料金の見直しや園内イベント充実による収益力の強化、施設の長寿命化
や改修・整備による魅力向上を図ることで利用者数及び料金収入を増やすことで、一般会計繰入金の低減に努めていく。

63% 　R4 64%

企 業 債 残 高 対 料 金 収 入 比 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載



２．将来の事業環境

（１） 年間来園者数の見通し

（２）

　平成4年に現在の規模で開園した豊橋総合動植物公園は、開園以来60万人から100万人の年間来園者があり、令和元年以降は
約90万から100万人が利用している。
　年間来園者数は、天候や連休の並び、園内イベントのほか、その時々の社会情勢に大きく影響されるため、市人口とは相関が見
られず、市人口推移に基づいた将来予測は難しい。そこで、以下の3つのパターンを令和6年度以降の想定来園者数とする。
　①過去5年（令和元年～令和5年度）の来園者実績の平均値（962,574人）を今後の来園者数とするもの
　②令和5年度当初の想定来園者数100万人を今後の来園者数とするもの
　③今後も来園者数が増加し続けるとするもの（豊橋市第6次総合計画目標値：令和7年度105万人、令和12年度106万人）

　入園料や遊具使用料、駐車場使用料等の料金収入は、年間4億円から5億円台で推移している。料金収入の増減は来園者数に
比例するが、年間来園者数の増減に規則性は見られず、天候やその時々の社会情勢に大きく左右される。例として、令和2年度は
新型コロナウイルス感染症に係る休園及び営業縮小を行った影響で来園者数が大きく落ち込み、それに伴い料金収入も大幅に減
少した。
　なお、総合動植物公園事業の持続的な運営と一般会計繰入金の増加抑制のために、今後、入園料等の料金見直しに取り組んで
いく。

料金収入の見通し
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（３）

（４）

３．経営の基本方針

施設の見通し

　昭和45年に現在の場所に移転した動植物公園は、平成4年のリニューアルオープン以降園内施設の充実を図っており、近年では
平成25年度から令和2年度までリニューアル事業として、老朽化した施設の建て替えと大型獣舎の新規整備を行ってきた。
　今後は施設の多くが築30年を超えるため、老朽化対策を行う必要があるが、施設の更新は財政負担はもとより来園者の利便性
や動物の飼育環境にも影響を与える。さらに昨今、動物園には動物福祉や生物多様性の保全といった新たな機能や動物への配慮
が求められており、獣舎や放飼場の整備に当たっては十分なスペースや機能が必要となる。
　限られた予算でこれらに対応し維持管理等の将来負担を考慮すると、施設整備の平準化はもとより既存施設・設備の優先順位付
けと取捨選択に取り組む必要がある。

　動物園業務を直営で、改札管理業務及び植物園管理業務、園地管理業務を指定管理制度で運営している。
安定的な経営の維持を図るため、指定管理業務及び各種委託業務については、将来的な経費の増減要因を見据えながら更新に
向けた仕様の精査と改定を行う。
　また、直営で行っている動物園業務については、動物の飼育環境の向上と来園者サービスの充実を意識した人材の育成と確保
が重要となる。現状、職員の増減員は予定していないが、これらの課題に対し市人事当局と連携して人材確保と効率的な人員配
置、定員の適正化を図る。

組織の見通し

市の総合計画において、本事業の取り組みの基本方針として以下を定めている。

【生物多様性の保全と動物福祉の推進】
　生きものを取り巻く自然環境や社会環境の変化に対応するため、生息域外、域内の双方における希少種の保全や飼育レベルの
向上、生きものの生態に配慮した飼育環境の整備などに取り組む。
【生きものや環境への理解・共感の育成】
　生きものやそれらを取り巻く環境を楽しみながら学べる場となるよう、講座や体験などを取り入れた教育プログラムの充実を図る。
【人が集まる拠点づくり】
　何度でも訪れたくなる魅力的なのんほいパークであるよう、子どもから大人まで楽しむことができる多様なプログラムを開催すると
ともに、来園者サービスの向上につながる環境整備と施設の長寿命化に取り組む。

　また、これとは別に園の基本理念やコンセプト、目指す姿を定めるとともに、経営改革に向けて重点的に取り組む分野を以下のと
おり設定している。

【基本理念】
　いのちと緑、笑顔あふれる豊橋総合動植物公園
【コンセプト】
　地域に根ざし、人と生きものの発展に貢献する
【目指す姿】
　多くの人が生きものや環境を見守り、笑顔があふれる持続可能な施設
【重点的に取り組む分野】
　（１）動植物の収集・管理
　（２）教育普及・調査研究
　（３）利用促進・マーケティング
　（４）人材の確保・育成・役割の拡大
　（５）財政課題への取組
　（６）施設環境マネジメント
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： 別紙のとおり

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

今後10年間の主な投資的経費（単位：千円）

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

106,800 373,600 650,400 30,000 30,327 30,658 30,992 31,330 31,671 32,016

57,500 50,000 100,000 172,000 200,000 50,000 50,545 51,096 51,653 52,216

241,000 13,000 13,142 13,285 13,430 13,576 13,724 13,874 14,025 14,178

405,300 436,600 763,542 215,285 243,757 94,234 95,261 96,300 97,349 98,410

②　収支計画のうち財源についての説明

目 標

　令和2年度に策定した総合動植物公園長寿命化計画に基づき、今後、園内施設の安全性確保のた
めの改修に取り組む。その際、緊急度や利用者ニーズが高い施設を優先的に施工するとともに、事
業化に当たっては事業費の平準化を、施工時期においては行楽シーズンやイベント開催期間等を考
慮して実施していく。
　なお、施設の長寿命化に当たっては、来園者向け施設については利便性や魅力向上を意識し、動
物施設については環境エンリッチメント（動物本来の行動や習性を維持するための飼育管理の手法）
や展示効果の向上を意識するなど、今後の動物園に求められる収益力の強化や動物福祉などに対
応する必要がある。

目 標

　本事業の主な営業収益である入園料、遊具使用料、駐車場使用料は、合わせて年間5億円から6
億円程度を見込む。これらの料金は平成8年以降見直しを行っていないため、受益者負担のあり方も
含めて早急な見直しを行う必要がある。今後、大型獣舎や駐車場整備などの投資的事業の進捗や
効果を見据えながら、入園料等の料金見直しに取り組んでいく。
　国・県補助金については、社会資本整備総合交付金（国庫補助金）、あいち森と緑交付金（県補助
金）を見込み、園路や公園施設整備の財源として活用する。
　また、獣舎整備や動物飼料費の財源の一部として基金（総合動植物公園整備基金）繰入金を見込
んでいるが、基金の原資は個人及び企業、園内募金箱による寄附金である。
　なお、収支差額分については一般会計からの繰入（一般会計繰入金）で賄うこととするが、詳細に
ついては後述する。

　展望塔や植物園温室、園内電気設備など、来園者向け施設・設備の長寿命化対策を行うほか、獣舎や放飼場などの動物施設に
ついても、動物の繁殖や飼育環境の改善、展示効果の向上を目的とした改修に取り組んでいく。特に、令和6年度から8年度にかけ
ては、アジアゾウの繁殖と群れ飼育の推進を目的に、新ゾウ舎と放飼場の整備を計画している。
　収支計画においては、新ゾウ舎・放飼場の整備とそれに関連する事業として令和6年度から令和8年度に約11億3千万円、長寿命
化対策事業として毎年5千万円程度（令和8年から令和10年は1億円から2億円）を見込んでいる。

獣舎整備

長寿命化対策

その他

合　計
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営業収益についての説明

入 園 料

遊 具 使 用 料

駐 車 場 使 用 料

　毎年5千万円から7千万円程度の駐車場使用料を見込んでいる。
　令和6年度に西園常設駐車場の拡張整備を予定しており、駐車場不足と周辺地域の渋滞緩和に取
り組む。
　また、駐車場使用料についても、入園料と同様、見直しに取り組んでいく。

　毎年1億2千万から1億4千万円程度の遊具使用料を見込んでいる。
　新たな遊具の導入を予定していないため、今後の収支計画において大きな増減は想定していない
が、来園者数に連動して遊具使用料も増減していくことが見込まれる。

　毎年3億円から4億円程度の入園料を見込んでいる。
　現状、収支計画において、入園料の見直しは想定していないが、今後の園の持続的な運営のため
に見直しに取り組んでいく。なお、見直しに当たっては、今後の経常経費や収支見通しのほか、近隣
他園の状況を勘案して料金を決定する。
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一般会計繰入金についての説明

　本事業においては、入園料等の自主財源と歳出総額との差額補てんとして一般会計からの繰入（一般会計繰入金）を計上し
ている。　近年、一般会計繰入金は8億円から10億円で推移しているが、市全体の財政状況の厳しさから、さらなる公費負担
の低減が求められている。
　なお、本事業の経営改革に係る指標の一つとして、経常経費の財源に占める一般会計繰入金の割合を「公費負担率」として
設定しているが、将来的に公費負担率を50パーセント以下にすることを目標としている。営業収益を拡大し公費負担率を低減
するためにも、今後、入園料等の利用料金の見直しに取り組む必要がある。
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一般会計繰入金と公費負担率の見通し（①来園者数過去平均パターン）
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③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

①　今後の投資についての考え方・検討状況

民 間 活 用

　平成30年度に、園内一部区域における商業施設の整備と運営について民間活力導入の可能性調
査を行ったが、集客対象が来園者に限られることや営業時間が園の開園時間に拘束されること、園
周辺人口が少ないため固定客の獲得やスタッフの確保等のテナント運営が難しいといった課題か
ら、収益が見込まれず民間事業者の参入は困難という結果となった。
　現状、民間資金を活用した施設の整備や運営の予定はない。

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

　収支計画では、投資以外の主な経費として以下を見込んでいる。
　　・職員人件費
　　・指定管理料や遊園地運営、園内清掃等に係る委託料
　　・動物飼料費や光熱水費
　　・園内施設・設備に係る修繕費
　　・園内イベントの企画運営や園のＰＲなど広報・マーケティングに要する経費等
　これらは、園の運営に恒常的に必要となる経常経費に相当し、今後、毎年14億円から16億円程度要すると見込まれる。
　経常経費の各項目は、過去の決算額や直近の予算額をベースに、過去10年間の消費者物価指数を参考にした物価上昇率を乗
じて算出している。
　なお、一般会計繰入金の項でも触れたが、経常経費の財源のうち一般会計繰入金の割合（公費負担率）を50パーセント以下にす
ることを目標としている。

投 資 の 適 正 化

　既存施設の長寿命化に取り組むとともに、将来的に需要が減少すると見込まれる施設や設備につ
いて廃止の検討を行うなどストックマネジメントに取り組む。
　なお、事業実施に当たっては、来園者が多い時期の工事を避けるなど、投資事業が及ぼす影響に
配慮するとともに、事業の実施時期が他の事業と重ならないよう計画的な実施と投資の平準化を図
る。

そ の 他 の 取 組
　事業の持続的な運営と園の魅力向上のために、新たな展示動物の確保と既存動物の種・数の保
全に努める。
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②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５．公営企業として実施する必要性など

６．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

企 業 債
　園内施設の長寿命化や獣舎の整備・改修などの財源として地方債の活用を見込む。
　一方、地方債償還に係る公債費の計上は後年度の事業において負担となるため、投資事業の規
模や内容については、収支計画を勘案しつつ慎重に判断していく。

繰 入 金
　令和5年度に定めた総合動植物公園事業の経営改革に係るアクションプランにおいて、経常経費
の財源に占める一般会計繰入金の割合（公費負担率）を50パーセント以下にすることを目標としてい
る。

資 産 の 有 効 活 用 等 に よ る
収 入 増 加 の 取 組

　園内の動植物について、従来の展示・観覧目的に加え、生物多様性保全の啓発や環境教育といっ
た新たな教育資源としての活用を促進していく。

そ の 他 の 取 組
　園内動物や園の取り組みに対して、個人や企業から寄付を募る『動物スポンサー制度』や『豊橋総
合動植物公園整備基金（のんほいパーク基金）』、動物ふれあい体験などの園内有料イベントの充実
を図ることで、自主財源の確保に努める。

料 金
　入園料や遊具使用料、駐車場使用料などの利用料金について、園の持続的な運営と一般会計へ
の負担を低減するために、今後、受益者負担の検討と料金見直しに取り組んでいく。

稼 働 率 ・ 利 用 者 数
　通常開園時はもとより、夜間開園や園内有料イベントなど収益力の高いコンテンツへの集客促進を
図ることで、利用者数の増加を図る。

事 業 の 意 義 、 提 供 す る
サービス自体の必要性

　豊橋総合動植物公園は、豊橋市最大の観光拠点であり、市のプロモーションとしての役割を担って
いる。また、三遠南信地域においても有数の観光施設であり、市域人口に対する来園者数は他の類
似施設と比べて非常に多く、市及び周辺地域におけるレクリエーションと学びの場となっている。
　さらに、新型コロナウイルス感染症における社会的な制限期間においては、屋外施設のメリットを
生かした憩いの場と動植物をテーマにした安心できる話題の発信源として機能した。
今後も地域の観光資源及び教育研究、情報発信、ＰＲ拠点として事業継続の必要性が高い。

公営企業として実施する
必 要 性

　生物多様性保全や動物教育、動物福祉といった教育・研究の場としての役割に加えて、都市公園
法に基づく公園施設として公共の福祉の増進を図るために、公共として本事業を実施する必要があ
る。

経営戦略の事後検証、
改 定 等 に 関 す る 事 項

　本経営戦略は、現時点における把握可能な経営環境と今後の見通しのもとに策定したものである。
経営戦略の検証及び改定の期間は概ね5年毎とし、改定に当たっては市の全体方針及び一般会計
の状況、外部識者の意見・提言等を参考とするなど継続的な検証と改定に努める。
　なお、料金改定や大型施設整備など事業方針に大きな影響を及ぼす事項が明確になった場合は、
都度、本経営戦略や収支計画の改定を行うこととする。

委 託 料
　指定管理業務や遊園地運営、園内清掃等の各種委託業務について、人件費や物価上昇に伴う委
託料の増加が見込まれるが、施設運営や業務の見直しなどを通じて事業規模及び経費の適正化に
努める。

管 理 運 営 費
　動物飼料費や光熱水費、イベント開催に係る負担金などが含まれる。
　物価上昇に伴う経費の増加が見込まれるが、動物飼料の自己調達等により増加抑制を図る。

職 員 給 与 費
　本事業における職員給与費は、市の給与体系に基づいている。
　限られた人員を効率的に配置運用することで、人件費及び人員の増加抑制に努める。

そ の 他 の 取 組
　従来より行ってきた近隣地域の利用者促進に加えて、県外や大都市圏からの集客を見据えたＰＲ
及びマーケティングに取り組むことで、域内人口が減少していく中でも賑わい創出と収益確保ができ
るよう努める。



（法非適用企業） 収支計画（①来園者数過去平均パターン）
（単位：千円，％）

年　　　　　　度

区 分

1 (A) 1,226,004 1,221,304 1,362,930 1,290,226 1,363,868 1,446,477 1,446,824 1,476,463 1,508,221 1,543,877 1,550,863 1,556,083 1,579,609 1,635,652 1,610,416

（１） (B) 514,664 466,605 540,426 657,401 571,036 617,253 555,053 555,053 555,053 555,053 556,653 556,653 556,653 556,653 556,653

ア 493,441 443,628 518,066 630,675 551,636 593,400 531,200 531,200 531,200 531,200 532,800 532,800 532,800 532,800 532,800
入園料、遊具使用料、駐車場使用料、自動販
売機設置収入

イ (C)

ウ 21,223 22,977 22,360 26,726 19,400 23,853 23,853 23,853 23,853 23,853 23,853 23,853 23,853 23,853 23,853 動物エサやり体験収入

（２） 711,340 754,699 822,504 632,825 792,832 829,224 891,771 921,410 953,168 988,824 994,210 999,430 1,022,956 1,078,999 1,053,763

ア 690,410 736,641 731,015 623,050 769,279 789,421 868,484 893,282 909,312 977,821 982,957 987,927 1,011,203 1,066,996 1,041,510 他会計繰入金（収益的・基準外）

イ 20,930 18,058 91,489 9,775 23,553 39,803 23,287 28,128 43,856 11,003 11,253 11,503 11,753 12,003 12,253 税還付金、寄附金・基金繰入金(収益的)

２ (D) 1,226,004 1,164,304 1,362,930 1,290,226 1,363,868 1,446,477 1,446,824 1,476,463 1,508,221 1,543,877 1,550,863 1,556,083 1,579,609 1,635,652 1,610,416

（１） 1,221,731 1,159,720 1,358,073 1,285,306 1,359,368 1,439,203 1,439,591 1,465,975 1,493,567 1,526,831 1,534,247 1,540,137 1,564,331 1,621,054 1,596,221

ア 378,051 368,688 379,406 383,358 405,060 430,601 435,294 440,039 444,835 449,684 454,586 459,541 464,550 469,613 474,732 職員人件費

イ 843,680 791,032 978,667 901,948 954,308 1,008,602 1,004,297 1,025,936 1,048,732 1,077,147 1,079,661 1,080,596 1,099,781 1,151,441 1,121,489
指定管理料、各種委託料、動物飼料費、
光熱水費等

（２） 4,273 4,584 4,857 4,920 4,500 7,274 7,233 10,488 14,654 17,046 16,616 15,946 15,278 14,598 14,195

ア 4,273 4,584 4,857 4,920 4,500 7,274 7,233 10,488 14,654 17,046 16,616 15,946 15,278 14,598 14,195 市債利子償還金

イ

３ (E) 0 57,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 (F) 383,397 704,752 244,566 372,683 567,272 625,523 659,808 983,576 439,764 469,591 314,548 310,270 308,599 308,526 301,356

（１） 173,600 449,300 33,500 31,900 259,200 355,400 398,600 565,400 80,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

（２） 132,263 166,357 187,276 256,603 225,161 230,579 214,761 211,479 267,817 367,394 212,101 207,573 205,652 205,329 197,909 他会計繰入金（資本的・基準外）

（３）

（４）

（５） 62,397 60,233 2,564 62,458 61,300 31,347 28,000 98,000 63,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
社会資本整備総合交付金（国）
あいち森と緑づくり交付金（県）

（６）

（７） 15,137 28,862 21,226 21,722 21,611 8,197 18,447 108,697 28,947 29,197 29,447 29,697 29,947 30,197 30,447
寄附金積立、基金繰入金(資本的)、
基金運用等

２ (G) 378,605 704,752 244,566 372,683 567,272 625,523 659,808 983,576 439,764 469,591 314,548 310,270 308,599 308,526 301,356

（１） 244,742 527,724 49,242 159,558 344,340 408,300 439,633 766,608 218,384 246,890 97,401 98,463 99,537 100,621 101,718
施設営繕事業費、獣舎整備・長寿命化事業費、
大型備品等

（２） (H) 127,896 158,166 176,957 196,403 211,321 212,026 204,728 201,271 205,433 206,504 200,700 195,110 192,115 190,708 182,191 市債元金償還金

（３）

（４）

（５） 5,967 18,862 18,367 16,722 11,611 5,197 15,447 15,697 15,947 16,197 16,447 16,697 16,947 17,197 17,447 基金積立金

３ (I) 4,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(J) 4,792 57,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(K)
積立金及びその財源となる寄附金収入は歳入歳出で予算化
しているため、ここではなく収入・支出の項目で計上

(L)

(M)

(N) 4,792 57,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(O) 3,488 57,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過年度寄附金、継続費、繰越明許費、
事故繰越予算

(P) 1,304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Q)

(Q)

(B)-(C)

(A)

(D)+(H)

(S) 514,664 466,605 540,426 657,401 571,036 617,253 555,053 555,053 555,053 555,053 556,653 556,653 556,653 556,653 556,653

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 2,006,311 2,297,443 2,153,987 1,989,483 2,037,362 2,180,736 2,374,608 2,738,737 2,613,304 2,451,800 2,296,100 2,145,990 1,998,875 1,853,167 1,715,976

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度

区 分

690,410 736,641 731,015 623,050 769,279 789,421 868,484 893,282 909,312 977,821 982,957 987,927 1,011,203 1,066,996 1,041,510

690,410 736,641 731,015 623,050 769,279 789,421 868,484 893,282 909,312 977,821 982,957 987,927 1,011,203 1,066,996 1,041,510

132,263 166,357 187,276 256,603 225,161 230,579 214,761 211,479 267,817 367,394 212,101 207,573 205,652 205,329 197,909

132,263 166,357 187,276 256,603 225,161 230,579 214,761 211,479 267,817 367,394 212,101 207,573 205,652 205,329 197,909

822,673 902,998 918,291 879,653 994,440 1,020,000 1,083,245 1,104,761 1,177,129 1,345,215 1,195,058 1,195,500 1,216,855 1,272,325 1,239,419 一般会計繰入金

（※）令和3年度地方債同意等基準運用要綱第一の一の４に該当する事業が作成する「収支計画」について、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成26年８月29日付け総財公

　第107号・総財営第73号・総財準第83号）に定める「経営戦略」を未策定の団体にあっては、本様式により提出すること。

うち資本費平準化債償還金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に
よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模

健 全 化 法 第 22 条 に よ り

算 定 し た 資 金 不 足 比 率
(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 債 残 高

×100 ）

収 支 差 引 (F)-(G)

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

14年度 15年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度2年度 本年度 4年度 5年度 6年度 7年度1年度

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に
よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に
規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額

89 89 90 90

地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 １ 項
に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額

(R)

87 88 88 88 88 89収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 91 92 89 87 87

赤 字 比 率 （

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

そ の 他

13年度 14年度 15年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

備　考

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度1年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当



（法非適用企業） 収支計画（②来園者数１００万人一定パターン）
（単位：千円，％）

年　　　　　　度

区 分

1 (A) 1,226,004 1,221,304 1,362,930 1,290,226 1,363,868 1,446,477 1,446,824 1,476,463 1,508,221 1,543,877 1,550,863 1,556,083 1,579,609 1,635,652 1,610,416

（１） (B) 514,664 466,605 540,426 657,401 571,036 617,253 574,053 574,053 574,053 574,053 575,653 575,653 575,653 575,653 575,653

ア 493,441 443,628 518,066 630,675 551,636 593,400 550,200 550,200 550,200 550,200 551,800 551,800 551,800 551,800 551,800
入園料、遊具使用料、駐車場使用料、自動販
売機設置収入

イ (C)

ウ 21,223 22,977 22,360 26,726 19,400 23,853 23,853 23,853 23,853 23,853 23,853 23,853 23,853 23,853 23,853 動物エサやり体験収入

（２） 711,340 754,699 822,504 632,825 792,832 829,224 872,771 902,410 934,168 969,824 975,210 980,430 1,003,956 1,059,999 1,034,763

ア 690,410 736,641 731,015 623,050 769,279 789,421 849,484 874,282 890,312 958,821 963,957 968,927 992,203 1,047,996 1,022,510 他会計繰入金（収益的・基準外）

イ 20,930 18,058 91,489 9,775 23,553 39,803 23,287 28,128 43,856 11,003 11,253 11,503 11,753 12,003 12,253 税還付金、寄附金・基金繰入金(収益的)

２ (D) 1,226,004 1,164,304 1,362,930 1,290,226 1,363,868 1,446,477 1,446,824 1,476,463 1,508,221 1,543,877 1,550,863 1,556,083 1,579,609 1,635,652 1,610,416

（１） 1,221,731 1,159,720 1,358,073 1,285,306 1,359,368 1,439,203 1,439,591 1,465,975 1,493,567 1,526,831 1,534,247 1,540,137 1,564,331 1,621,054 1,596,221

ア 378,051 368,688 379,406 383,358 405,060 430,601 435,294 440,039 444,835 449,684 454,586 459,541 464,550 469,613 474,732 職員人件費

イ 843,680 791,032 978,667 901,948 954,308 1,008,602 1,004,297 1,025,936 1,048,732 1,077,147 1,079,661 1,080,596 1,099,781 1,151,441 1,121,489
指定管理料、各種委託料、動物飼料費、
光熱水費等

（２） 4,273 4,584 4,857 4,920 4,500 7,274 7,233 10,488 14,654 17,046 16,616 15,946 15,278 14,598 14,195

ア 4,273 4,584 4,857 4,920 4,500 7,274 7,233 10,488 14,654 17,046 16,616 15,946 15,278 14,598 14,195 市債利子償還金

イ

３ (E) 0 57,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 (F) 383,397 704,752 244,566 372,683 567,272 625,523 659,808 983,576 439,764 469,591 314,548 310,270 308,599 308,526 301,356

（１） 173,600 449,300 33,500 31,900 259,200 355,400 398,600 565,400 80,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

（２） 132,263 166,357 187,276 256,603 225,161 230,579 214,761 211,479 267,817 367,394 212,101 207,573 205,652 205,329 197,909 他会計繰入金（資本的・基準外）

（３）

（４）

（５） 62,397 60,233 2,564 62,458 61,300 31,347 28,000 98,000 63,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
社会資本整備総合交付金（国）
あいち森と緑づくり交付金（県）

（６）

（７） 15,137 28,862 21,226 21,722 21,611 8,197 18,447 108,697 28,947 29,197 29,447 29,697 29,947 30,197 30,447
寄附金積立、基金繰入金(資本的)、
基金運用等

２ (G) 378,605 704,752 244,566 372,683 567,272 625,523 659,808 983,576 439,764 469,591 314,548 310,270 308,599 308,526 301,356

（１） 244,742 527,724 49,242 159,558 344,340 408,300 439,633 766,608 218,384 246,890 97,401 98,463 99,537 100,621 101,718
施設営繕事業費、獣舎整備・長寿命化事業費、
大型備品等

（２） (H) 127,896 158,166 176,957 196,403 211,321 212,026 204,728 201,271 205,433 206,504 200,700 195,110 192,115 190,708 182,191 市債元金償還金

（３）

（４）

（５） 5,967 18,862 18,367 16,722 11,611 5,197 15,447 15,697 15,947 16,197 16,447 16,697 16,947 17,197 17,447 基金積立金

３ (I) 4,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(J) 4,792 57,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(K)
積立金及びその財源となる寄附金収入は歳入歳出で予算化
しているため、ここではなく収入・支出の項目で計上

(L)

(M)

(N) 4,792 57,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(O) 3,488 57,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過年度寄附金、継続費、繰越明許費、
事故繰越予算

(P) 1,304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Q)

(Q)

(B)-(C)

(A)

(D)+(H)

(S) 514,664 466,605 540,426 657,401 571,036 617,253 574,053 574,053 574,053 574,053 575,653 575,653 575,653 575,653 575,653

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 2,006,311 2,297,443 2,153,987 1,989,483 2,037,362 2,180,736 2,374,608 2,738,737 2,613,304 2,451,800 2,296,100 2,145,990 1,998,875 1,853,167 1,715,976

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度

区 分

690,410 736,641 731,015 623,050 769,279 789,421 849,484 874,282 890,312 958,821 963,957 968,927 992,203 1,047,996 1,022,510

690,410 736,641 731,015 623,050 769,279 789,421 849,484 874,282 890,312 958,821 963,957 968,927 992,203 1,047,996 1,022,510

132,263 166,357 187,276 256,603 225,161 230,579 214,761 211,479 267,817 367,394 212,101 207,573 205,652 205,329 197,909

132,263 166,357 187,276 256,603 225,161 230,579 214,761 211,479 267,817 367,394 212,101 207,573 205,652 205,329 197,909

822,673 902,998 918,291 879,653 994,440 1,020,000 1,064,245 1,085,761 1,158,129 1,326,215 1,176,058 1,176,500 1,197,855 1,253,325 1,220,419 一般会計繰入金

（※）令和3年度地方債同意等基準運用要綱第一の一の４に該当する事業が作成する「収支計画」について、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成26年８月29日付け総財公

　第107号・総財営第73号・総財準第83号）に定める「経営戦略」を未策定の団体にあっては、本様式により提出すること。

うち資本費平準化債償還金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に
よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模
健 全 化 法 第 22 条 に よ り

算 定 し た 資 金 不 足 比 率
(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 債 残 高

×100 ）

収 支 差 引 (F)-(G)

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

14年度 15年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度2年度 本年度 4年度 5年度 6年度 7年度1年度

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に
よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に
規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額

89 89 90 90

地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 １ 項
に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額

(R)

87 88 88 88 88 89収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 91 92 89 87 87

赤 字 比 率 （

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

そ の 他

13年度 14年度 15年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

備　考

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度1年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当



（法非適用企業） 収支計画（③来園者数増加パターン）
（単位：千円，％）

年　　　　　　度

区 分

1 (A) 1,226,004 1,221,304 1,362,930 1,290,226 1,363,868 1,446,477 1,446,824 1,476,463 1,508,221 1,543,877 1,550,863 1,556,083 1,579,609 1,635,652 1,610,416

（１） (B) 514,664 466,605 540,426 657,401 571,036 617,253 599,453 600,453 601,453 602,553 605,153 606,153 607,253 608,253 609,253

ア 493,441 443,628 518,066 630,675 551,636 593,400 575,600 576,600 577,600 578,700 581,300 582,300 583,400 584,400 585,400
入園料、遊具使用料、駐車場使用料、自動販
売機設置収入

イ (C)

ウ 21,223 22,977 22,360 26,726 19,400 23,853 23,853 23,853 23,853 23,853 23,853 23,853 23,853 23,853 23,853 動物エサやり体験収入

（２） 711,340 754,699 822,504 632,825 792,832 829,224 847,371 876,010 906,768 941,324 945,710 949,930 972,356 1,027,399 1,001,163

ア 690,410 736,641 731,015 623,050 769,279 789,421 824,084 847,882 862,912 930,321 934,457 938,427 960,603 1,015,396 988,910 他会計繰入金（収益的・基準外）

イ 20,930 18,058 91,489 9,775 23,553 39,803 23,287 28,128 43,856 11,003 11,253 11,503 11,753 12,003 12,253 税還付金、寄附金・基金繰入金(収益的)

２ (D) 1,226,004 1,164,304 1,362,930 1,290,226 1,363,868 1,446,477 1,446,824 1,476,463 1,508,221 1,543,877 1,550,863 1,556,083 1,579,609 1,635,652 1,610,416

（１） 1,221,731 1,159,720 1,358,073 1,285,306 1,359,368 1,439,203 1,439,591 1,465,975 1,493,567 1,526,831 1,534,247 1,540,137 1,564,331 1,621,054 1,596,221

ア 378,051 368,688 379,406 383,358 405,060 430,601 435,294 440,039 444,835 449,684 454,586 459,541 464,550 469,613 474,732 職員人件費

イ 843,680 791,032 978,667 901,948 954,308 1,008,602 1,004,297 1,025,936 1,048,732 1,077,147 1,079,661 1,080,596 1,099,781 1,151,441 1,121,489
指定管理料、各種委託料、動物飼料費、
光熱水費等

（２） 4,273 4,584 4,857 4,920 4,500 7,274 7,233 10,488 14,654 17,046 16,616 15,946 15,278 14,598 14,195

ア 4,273 4,584 4,857 4,920 4,500 7,274 7,233 10,488 14,654 17,046 16,616 15,946 15,278 14,598 14,195 市債利子償還金

イ

３ (E) 0 57,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 (F) 383,397 704,752 244,566 372,683 567,272 625,523 659,808 983,576 439,764 469,591 314,548 310,270 308,599 308,526 301,356

（１） 173,600 449,300 33,500 31,900 259,200 355,400 398,600 565,400 80,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

（２） 132,263 166,357 187,276 256,603 225,161 230,579 214,761 211,479 267,817 367,394 212,101 207,573 205,652 205,329 197,909 他会計繰入金（資本的・基準外）

（３）

（４）

（５） 62,397 60,233 2,564 62,458 61,300 31,347 28,000 98,000 63,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000
社会資本整備総合交付金（国）
あいち森と緑づくり交付金（県）

（６）

（７） 15,137 28,862 21,226 21,722 21,611 8,197 18,447 108,697 28,947 29,197 29,447 29,697 29,947 30,197 30,447
寄附金積立、基金繰入金(資本的)、
基金運用等

２ (G) 378,605 704,752 244,566 372,683 567,272 625,523 659,808 983,576 439,764 469,591 314,548 310,270 308,599 308,526 301,356

（１） 244,742 527,724 49,242 159,558 344,340 408,300 439,633 766,608 218,384 246,890 97,401 98,463 99,537 100,621 101,718
施設営繕事業費、獣舎整備・長寿命化事業費、
大型備品等

（２） (H) 127,896 158,166 176,957 196,403 211,321 212,026 204,728 201,271 205,433 206,504 200,700 195,110 192,115 190,708 182,191 市債元金償還金

（３）

（４）

（５） 5,967 18,862 18,367 16,722 11,611 5,197 15,447 15,697 15,947 16,197 16,447 16,697 16,947 17,197 17,447 基金積立金

３ (I) 4,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(J) 4,792 57,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(K)
積立金及びその財源となる寄附金収入は歳入歳出で予算化
しているため、ここではなく収入・支出の項目で計上

(L)

(M)

(N) 4,792 57,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(O) 3,488 57,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
過年度寄附金、継続費、繰越明許費、
事故繰越予算

(P) 1,304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(Q)

(Q)

(B)-(C)

(A)

(D)+(H)

(S) 514,664 466,605 540,426 657,401 571,036 617,253 599,453 600,453 601,453 602,553 605,153 606,153 607,253 608,253 609,253

（T)

(U)

(V)

(W)

(X) 2,006,311 2,297,443 2,153,987 1,989,483 2,037,362 2,180,736 2,374,608 2,738,737 2,613,304 2,451,800 2,296,100 2,145,990 1,998,875 1,853,167 1,715,976

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度

区 分

690,410 736,641 731,015 623,050 769,279 789,421 824,084 847,882 862,912 930,321 934,457 938,427 960,603 1,015,396 988,910

690,410 736,641 731,015 623,050 769,279 789,421 824,084 847,882 862,912 930,321 934,457 938,427 960,603 1,015,396 988,910

132,263 166,357 187,276 256,603 225,161 230,579 214,761 211,479 267,817 367,394 212,101 207,573 205,652 205,329 197,909

132,263 166,357 187,276 256,603 225,161 230,579 214,761 211,479 267,817 367,394 212,101 207,573 205,652 205,329 197,909

822,673 902,998 918,291 879,653 994,440 1,020,000 1,038,845 1,059,361 1,130,729 1,297,715 1,146,558 1,146,000 1,166,255 1,220,725 1,186,819 一般会計繰入金

（※）令和3年度地方債同意等基準運用要綱第一の一の４に該当する事業が作成する「収支計画」について、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成26年８月29日付け総財公

　第107号・総財営第73号・総財準第83号）に定める「経営戦略」を未策定の団体にあっては、本様式により提出すること。

うち資本費平準化債償還金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に
よ り 算 定 し た 事 業 の 規 模

健 全 化 法 第 22 条 に よ り

算 定 し た 資 金 不 足 比 率
(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 債 残 高

×100 ）

収 支 差 引 (F)-(G)

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)

14年度 15年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

8年度 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度2年度 本年度 4年度 5年度 6年度 7年度1年度

地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に
よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に
規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額

89 89 90 90

地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 １ 項
に よ り 算 定 し た 資 金 の 不 足 額

(R)

87 88 88 88 88 89収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 91 92 89 87 87

赤 字 比 率 （

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

資
　
本
　
的
　
収
　
支

資
本
的
収
入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

そ の 他

資
本
的
支
出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

そ の 他

13年度 14年度 15年度

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

備　考

収
　
益
　
的
　
収
　
支

収
益
的
収
入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

7年度 8年度 9年度 10年度 11年度 12年度1年度 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度

収
益
的
支
出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当


